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※建築基準法施行令第136条の2の5第1項第15号に定める措置が必要です。

換気扇や給気口等には開閉装置やﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ等の防音効果のあるものであること。

附属するブロック塀などを制限し、生け垣又はフェ

、環境課で助成事業を実施しています。

詳しくは環境課までお問い合わせください。





・防音上有効な構造であること
　の表示。
・外壁の色彩の表示。
・配置図には、敷地内に
　おける門、さく等の位置も
　表示。
・間口率、建物の環七道路
　中心からの高さの表示。

断面図（２面以上）
















